
（様式１－３） 

相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２９年３月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 62 事業名 都市公園事業（原釜・尾浜地区防災緑地）※施設費 事業番号 Ｄ－２２－１ 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 4,300,000（千円） 全体事業費 4,752,000（千円） 

事業概要 

■原釜・尾浜地区 津波防災緑地整備 Ａ＝１３．３ｈａ 【公園種別：緩衝緑地】 

 原釜・尾浜地区は、家屋が流出するなど壊滅的な津波被害を受けたことから、防災集団移転促進事業に

よる高台移転が基本方針となっている。移転跡地は、水産業、漁業向けの土地利用のほかに観光産業に配

慮した土地利用が計画されているため、海岸堤防と防災緑地等を整備することで津波被害の軽減を図り、

併せて移転先の高台住宅地や内陸部の産業地の安全度向上を図ることとしている。 

これらの土地利用方針を踏まえ、防災緑地を整備するものである。 

原釜・尾浜地区防災緑地は、「相馬市地域防災計画」に、10 戸以上の市街地を直接的に防御するものと

して、津波被害を軽減する機能（津波の減衰、漂流物の捕捉）を位置づける予定である。 

 

「相馬市復興計画 Ver１．２(H24.3)」【第 2 節ハード事業】○第２項被災地整理②土地利用計画 

 

 

■第 14 回申請保留分の平成 29 年度配分（第 17 回申請） 

 原釜・尾浜防災緑地 ※施設費  全体事業費 4,752,000 千円 

                 （既配分額）3,800,000 千円 

                 （今回配分） 500,000 千円 

                 （総配分額）4,300,000 千円 

 

 

 

当面の事業概要 

＜平成 24～25 年度＞ 地形測量、用地測量、緑地設計 

＜平成 25 年度～平成 31 年度＞ 盛土工 V=586,500m3、植栽工、園路工等施設１式 

東日本大震災の被害との関係 

津波による甚大な被害を受けた集落のほぼ全域が災害危険区域の指定（H23/10/31）を受けており、防

災集団移転促進事業が進められている。この跡地を活用し防災緑地の整備を進めることにより、背後地の

住宅、工業、水産業エリア等の津波被災の軽減を図る。 

関連する災害復旧事業の概要 

 予定地区周辺の沿岸部に位置する海岸の防潮堤において災害復旧事業が進められている。 

 


